
2012年1月28日～3月31日発
《羽田・成田発着》
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ツインベッド確約

↑シャーウッド外観

↑シャーウッド客室一例（約41㎡）

先着１日2室限定 除外日：3/5-3/10発 下記コース限定

なんと到着日10:00からチェックイン可能！！
さらに帰国日１５：００までお部屋利用可能！！

5

MRT 8

旅が特別なものになる・・。
ビジネスクラス利用
サービス上質・

価格リーズナブル！

☆事前座席指定可能！
（＊座席数に限りがありますのでご希望のお席でご
用意できない場合もございます。）

☆専用カウンターでのチェックイン
＆優先搭乗で混雑時も楽々！

☆ご搭乗前は空港ラウンジがご利用になれます！

↑ロビー

41

H-SS-CI-151-3-0-0 39,800 44,800 49,800 52,800 54,800 69,800 22,000 11,000

35,000 35,000 35,000 45,000 40,000 55,000

5,000 3/20 7,000

1 1 10,800 11,200

↑朝食レストラン
↑屋内プール

台湾交通部観光局による、
ホテルランク付け5つ星獲得。

←シャーウッドジム

シャーウッドＳＰＡ⇒

羽
田



T-SS-YY-151-3-0-0 39,800 44,800 49,800 22,000 11,000

35,000 35,000 35,000

5,000 3/20 7,000

お申し込み・お問い合わせは（受託販売）

ランブルツアーご旅行条件書（抜粋）
お申し込みの際には、必ず旅行条件書をお受け取り下さい。旅行条件はパンフレットの内容・条件によるほか、別途お渡しするランブルツアーご旅行条件書、最終日程表並びに当社募集型企画旅行約款によります。

旅行企画
実施

海外旅行保険加入のお勧め

海外では、万一の事故や病気の時、思いもかけぬ費用がかかるものです。ご旅行をより安心できるものと
するために、お客様ご自身で十分な旅行保険（疾病・傷害・盗難等）に加入されることをお勧めします。
詳しくはお申込窓口にご相談ください。

観光庁長官登録旅行業第３００号 一般社団法人日本旅行業協会正会員
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6 紀尾井町パークビル2F

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う取引の責任者です。この旅行の契約に関
し、担当者からの説明にご不明な点があれば、旅行業務取扱管理者にお問い合わせください。

2,000
2,540 500

900
1 3

1 10,800 11,200

販売店の皆様へ
お問い合わせ先： 台湾旅行事業部 企画手配課

℡：０３－５２１４－０５７０
【営業時間 月～土/9：30～18：00、日・祝祭日/定休日】

1.旅行のお申込
（株）ユナイテッドツアーズ（以下「当社」といいます。）所定の申込書に所定の事項を
記入し、おひとりにつき下記の申込金又は旅行代金を添えてお申込みいただきます。
2.お申込金（おひとり）
お 申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
お申込金（おひとり）
● 旅行代金が30万円以上・・・・・・・・・・・・・・・50,000 円から旅行代金まで
●旅行代金が15万円以上30万円未満・・・・・30,000 円から旅行代金まで
●旅行代金が15万円未満・・・・・・・・・・・・・・・20,000 円から旅行代金まで
3.旅行代金に含まれているもの
パンフレットに明示された以下のものが含まれます。
（1 ）航空運賃・料金、運送機関に課す付加運賃・料金（燃油サーチャージ）は含ま
れておりません。特に明示されていない場合はエコノミークラスを利用します。宿泊
の料金、税、サービス料金。
（２）お1人につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金（お1人様20kg 以内が
原則ですが、クラス、方面によって異なりますので、詳しくは係員におたずねくださ
い。）
4.上記3 のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。送迎・観光・
食事の料金、税、サービス料金（但し、送迎、観光、食事等含んでいることを表記さ
れているコースを除く。）超過手荷物料金、クリーニング代、追加飲食等個人的性質
の諸費用およびそれに伴う税・サービス料金、傷害・疾病に関する医療費、渡航手
続諸費用（旅券印紙代・旅券証紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続取扱料金
等）、希望者のみ参加するオプショナル・ツアー（別途料金の小旅行）の料金、日本
国内外の空港施設使用料、空港税・出国税（以下空港税等）およびこれに類する諸
税・燃油サーチャージ。

5.取消料
お申し込みの後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合には旅行代金に対し
ておひとりにつき次の取消料をいただきます。
●旅行開始日がピーク時（4月27日～5月6日、7月20日～8月31日、12月20日～1
月7 日）の旅行であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあ
たる日以降31 日目にあたる日まで旅行代金の10 ％（但し上限 50,000 円）
● 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30 日目にあたる日以降3 日目に
当たる日まで
旅行代金が30 万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
旅行代金が15 万円以上30 万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
旅行代金が10 万円以上15 万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円
旅行代金が10 万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の20％
●旅行開始日の前々日及び前日・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の30％
●旅行開始日当日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の50％
●旅行開始日当日の無連絡丌参加者又は旅行開始後の取消
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の100％
● 旅行開始後の解除・払戻し
お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切
の払戻しをいたしません。
6.旅行内容・旅行代金の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止な
ど、当社の関不し得ない事由、また運送機関の適用運賃・料金の大幅な改訂により、
旅行内容・旅行代金を変更する場合があります。尚、お客様のお申し出により旅行
内容の変更がある場合は別途必要経費をいただきます。又、運送・宿泊機関等の
利用人員により旅行代金が異なる場合お客様の都合で当利用人員が変更になった
ときは、旅行代金を変更します。

7.当社の責任
当 社は当社または手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を不えたときは、
損害を賠償いたします。
8.お客様の責任
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠
償しなければなりません。また当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義
務その他旅行契約内容について理解に努めなければなりません。尚、旅行開始後
に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識した
ときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供
者にその旨を申し出なければなりません。

■旅行条件・代金の基準：この旅行条件は2012年1月1日を基準としております。
■旅券（パスポート）について：残存有効期間が台湾入国時３カ月以上ある旅券が
必要となります（日本国パスポートの場合）。
予告なく変更となる場合がありますので、申し込み時に最新情報をご確認下さい。
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